
横浜市中央卸売市場の再編・機能強化について 

 

 １ 中央卸売市場の再編・機能強化に関する基本方針について  

 

包括外部監査からの意見を受け、「横浜市中央卸売市場開設運営協議会」の答申、「新市場整備  

協議会」での市場事業者との検討を経て、平成 22 年７月に決定した「横浜市中央卸売市場の再編・

機能強化に関する基本方針」の概要は、以下のとおりです。 

 

（１）基本的考え方 

ア 商圏や立地条件などを考慮して、本場を中央卸売市場として、横浜市が引き続き開設・  

運営する。 

イ 南部市場は、中央卸売市場としては廃止するが、本場を補完する加工・配送、流通の場  

として活用する。 
 

 本  場 南 部 市 場 

青 果 部 

水産物部 中央卸売市場 

 

外気遮断・温度管理型売場、 

加工場等の整備実施 

 

（本場に花き部はなし） 

本場を補完する加工・配送、流通の場（原則

民間による外気遮断・温度管理型施設への

改修・整備） 

鳥 卵 部 ― 

花 き 部 

商圏（市内南部及び三浦半島地区）特性を

踏まえた、民営の花き流通センターまたは

民営地方卸売市場 

関連事業 
青果、水産物、花き部門の支援的な役割と

ともに、消費者等に開かれた業態化 

 

（２）目標時期 

商圏が競合する東京市場の機能強化の動向（大田市場青果部の大型低温物流センター整備：

23 年度稼動、築地市場の豊洲新市場移転：26 年度予定（※））を踏まえて概ね５年以内（26   

年度まで）を目標とする。 
 

※ 豊洲新市場の整備時期は、竣工時期が 1 年延伸され 27 年度（25 年 1 月 東京都記者発表） 

 

 ２ 本場水産棟の整備について  

 

コールドチェーン対応の施設に転換することで、市民により安全・安心な生鮮食料品を供給する

という中央卸売市場の使命を果たすとともに、大型量販店、専門小売店・飲食店などの新たな顧客

を確保するため、本場水産棟を改修し、外気を遮断して低温管理できる卸売場や仲卸売場、新たな

荷捌き場を整備します。市場事業者からいただいた意見を一部反映し、26 年度に着工します。 
 

24年度実績 25年度実績 26年度 27年度 28 年度 

基本設計 実施設計 工 事 工 事 
低温化による 
全体供用開始 

 

 ３ 南部市場跡地の活用について  

 

（１）跡地活用について 

南部市場跡地の活用にあたっては、普通財産に転換したうえで、売却ではなく定期借地・定

期借家による貸付を行うこととします。 
具体的な活用方法を検討するため、現在、南部市場で事業を行っている事業者との意見交換

と意見集約を目的に各部門代表者による「南部市場土地利用検討会」を立ち上げ、23 年 11 月

から協議・調整を行ってきました。 
そして、26 年 3 月に開催された土地利用検討会で、以下のとおり「土地活用のゾーニング」

をお示しし、合意されました。 
なお、「物流」、「賑わい」エリア内の詳細については、引き続き調整していきます。 
 

・物流エリア 

本場を補完する加工・配送、流通の場 

及び花き地方卸売市場として活用します。 
 

・賑わいエリア 

物流エリアを確保しつつ、約 4 万㎡で、 

飲食・物販など「食」を中心とした賑わ 

いを創出します。 

 

＜参考＞主な土地活用計画 

青 果 既存施設の活用・低温化施設の新設による本場で取引した物品の受け渡し、カット

などの加工・パック、配送等 

水 産 既存施設の一部低温化による本場で取引した物品の受け渡し、カットなどの加工・

パック、配送等 
花 き 地方卸売市場 
賑わい 商業施設など賑わいの場 
※ 土地・建物の貸付料については、26 年度中に財産評価審議会の評価を受け決定します。 

 

（２）跡地での物流について 

南部市場は中央卸売市場を廃止しますので、27 年 4 月以降、南部市場跡地を卸売業者は    
市場外指定保管場所として、仲卸業者は市場外施設として使用することで、卸売業者・仲卸    
業者・売買参加者が本場で取引した物品の受け渡しを行い、本場を補完する加工・配送、流通

の場として活用します。 

 

 

 

 

・市場外指定保管場所（卸売市場法第 39 条、横浜市中央卸売市場業務条例第 42 条） 
卸売業者からの申請に基づき市長が市場外指定保管場所として指定します。市場外指定 

保管場所とは、産地からの物品を、市場を経由しないで直接受け渡しできる場所です。 
・市場外施設（横浜市中央卸売市場業務条例第 49 条） 

仲卸業者は開設者に届け出れば、市場外に貯蔵・保管・仕分け・配送等の場所を設置する 

ことができます。市場外施設では、買い手から注文があった物品を受け渡すことができます。 

経 済 ・ 港 湾 委 員 会 
平成 26 年 5 月 28 日 
配 付 資 料 
経 済 局  



 

 ４ 市場事業者に対する支援について  

 

再編・機能強化にあたって市場事業者の負担を軽減するため、本場及び南部市場の事業者から出

された要望を踏まえ、次のような支援策を提示しています。 

 

項 目 支援内容 

使 用 料 

関  係 

・本場水産棟の施設使用料については、温度管理型施設整備に伴い農水省方式

での試算では現行の２倍以上となるものの、負担軽減のため現行使用料の

1.5 倍に抑制したうえで、当初２年間の据置きののち段階的に引き上げ、  

平成 31 年度から全額徴収します。 
・南部市場から本場に移転する事業者については、本場と南部市場の現行使用

料の差額分を４年間全額減免したのち、段階的に減免額を減らし、平成 34

年度から全額徴収します。 

移転費用 

関  係 

南部市場から本場へ移転するために必要な経費については、必要額を精査の

上、一部を助成します。（移転経費の 1/2、助成上限額 500 万円） 

事業転換等 

融 資 関 係 

本市制度融資を利用する場合は、保証料を全額助成します。 
対象経費等は、移転経費（上限 500 万円）、事業転換を行う経費、事業者の  

統合・大型化や店舗改修・低温化等のための経費等（上限 各 1,500 万円） 

温度管理化 

に伴う助成 

フォークリフト等を電動化するための買換等費用の一部を助成します。 
（買換等費用の 1/2、助成上限額 1 台当り 200 万円） 

 

 

 ５ 平成 26 年度の取組について  

 

（１）本場の機能強化について 

ア 南部市場の仲卸業者は、南部市場廃止後も仲卸業務を継続する場合には、本場に移転し、

本場の仲卸業者として営業を行うこととなります。 

水産物部については、現在、南部市場事業者の最終的な本場移転の意向を確認中ですが、

両市場の事業者と調整を行い、８月末までに本場仲卸売場での店舗配置を決定します。 
なお、南部市場から移転する事業者の受入れや低温化する水産棟内の円滑な動線確保のた

め、本場では事業者の同意を得たうえで、一部店舗の配置換えを実施します。 
青果部については、両市場の仲卸業者と開設者との協議の場を設け、本場への受け入れに

向けた準備を進めています。なお、本場の店舗に十分な余裕がないため、複数の事業者によ

る共同店舗を含め対応します。 
イ 水産棟の低温化改修工事については、入札・契約の手続を進め、第 4 回定例会に契約議案

としてお諮りし、議決をいただいたうえで 27 年１月に着工、工期は 28 年３月末までの   

15 か月を予定しています。 
また、26 年 10 月から 11 月にかけて水産棟の外部舗装工事を行います。 

 

 26 年度 27 年度 

本場への 
店舗移転 

  
 

 
 

水産棟 
低温化工事

 

 
 

 

  

 

（２）南部市場跡地の利用について 

物流エリアについては、各事業者が跡地活用に向けた具体的な準備を進めます。また、貸

付料等、具体的な貸付条件を上半期中に検討し、今年度末に賃貸借契約を行います。 
現行法令に合わない既存不適格建物の是正については、上半期中に実施設計を完了し工事

に着手、今年度中に是正工事を完了します。 
賑わいエリアについては、引き続き場内関係事業者の意見を広く聴きながら、内容や手法、

場内動線等の検討を進め、固まり次第、都市計画変更の手続（※）を行っていきます。 
 
※ 商業等の用途として使用する賑わいエリアについては、都市計画法上の扱いを変更するとともに、

臨港地区の規制を受けないようにするための地区計画の策定などの手続きが必要です。 
 

 26 年度 27 年度 

物流エリア

  

 

 

 

賑わいエリア      

 

〔水産棟低温化改修工事〕 

最終
意向
確認

調整
配置
決定

移転
完了 受入れのための配置換え ～ 移転 

入札・契約手続

契約
議案
上程

工事(～28 年 3 月末) 
〔外部舗装工事〕 

設計
入札･契約

手続 
工事

契
約

財産評価
審議会 

業務引継 事業予定者選定・決定貸付契約条件等検討

維持 
管理 

法定 
手続 

都市計画 
変更図書作成 事前協議等賑わい内容、手法、動線の検討

工事実施設計

〔既存不適格是正〕

〔貸付手続〕 
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３ 横浜市中央卸売市場の位置・平面図
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